
 
日
本
国
憲
法
は
「
制
度
疲
労
」
か
？
！ 

  

「
占
領
軍
の
影
響
下
で
制
定
さ
れ
た
」
、
「
米
国
の
押

し
つ
け
憲
法
」
だ
と
安
倍
晋
三
首
相
は
唱
え
る
。 

 
 

「
米
国
の
押
し
つ
け
」
論
は
、
歴
史
的
事
実
に
照
ら

す
と
誤
り
だ
。
最
近
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
憲
法
誕
生
過
程
を
解

明
す
る
番
組
や
映
画
「
日
本
の
青
空
」
で
も
、
そ
れ
は

示
さ
れ
て
い
る
が
、
憲
法
学
者
や
政
治
学
者
の
大
半
は

早
く
か
ら
、
高
野
岩
三
郎
や
鈴
木
安
蔵
ら
の
憲
法
研
究

会
の
草
案
は
じ
め
世
界
の
憲
法
を
調
べ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
の

理
想
主
義
者
た
ち
が
短
時
日
に
精
力
的
に
議
論
し
て
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
た
。 

 

し
か
も
、
『
改
憲
』「
９
条
廃
棄
」
を
要
求
し
て
き
た

の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
い
る
。
１
９
４

８
年
１
月
６
日
、
米
陸
軍
長
官
ロ
イ
ヤ
ル
は
「
日
本
を

反
共
の
防
壁
へ
」
と
公
言
、
翌
年
２
月
、
ア
メ
リ
カ
政

府
は
報
告
書
「
日
本
の
限
定
的
再
軍
備
に
つ
い
て
」
を

発
表
。
こ
こ
数
年
来
、
先
制
攻
撃
戦
略
か
ら
「
９
条
が

邪
魔
」
発
言
は
パ
ウ
ェ
ル
や
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
ら
か
ら
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
。 

 

安
倍
首
相
は
、
戦
前
戦
中
レ
ジ
ー
ム
、
つ
ま
り
は
「
大

日
本
帝
国
憲
法
レ
ジ
ー
ム
」
な
い
し
「
天
皇
制
軍
国
主

義
レ
ジ
ー
ム
」
に
回
帰
し
た
い
、
回
帰
し
よ
う
と
い
う

わ
け
だ
。
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
」
と
は
日
本
国
憲
法
体
制
、

す
な
わ
ち
、
国
民
主
権
・
基
本
的
人
権
・
平
和
主
義
を

基
本
原
理
と
す
る
民
主
主
義
体
制
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら

脱
却
す
る
と
は
、
民
主
主
義
を
否
認
す
る
こ
と
な
の
だ
。 

  

五
月
三
日
付
き
『
毎
日
』
の
「
社
説
」
に
、「
憲
法
に

制
度
疲
労
が
な
い
か
点
検
す
る
の
は
時
宜
に
か
な
っ
て

い
る
」
と
あ
る
。
わ
た
し
に
い
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
詭

弁
だ
。
政
治
制
度
・
施
策
・
法
体
系
・
法
の
運
用
な
ど

が
憲
法
の
理
念
と
条
文
の
趣
旨
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
い

か
ど
う
か
、
こ
れ
を
点
検
す
る
の
が
還
暦
を
迎
え
た
憲

法
を
評
価
す
る
正
し
い
視
点
と
方
法
だ
ろ
う
。 

 

「
私
た
ち
は
「
論
憲
」
を
掲
げ
憲
法
の
総
点
検
を
行

っ
て
き
た
。
憲
法
に
不
都
合
が
あ
れ
ば
改
憲
も
否
定
し

な
い
と
い
う
立
場
だ
」
と
も
「
社
説
」
は
書
く
。 

 

憲
法
の
「
制
度
疲
労
」
を
云
々
す
る
の
は
、「
古
い
」

「
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
主
情
的
な
言
説

と
さ
し
て
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。「
改
憲
」
の
「
改
」

が
「
改
正
」
な
の
か
「
改
悪
」
な
の
か
、『
毎
日
』
は
旗

幟
鮮
明
に
し
て
ほ
し
い
。
自
民
党
・
公
明
党
・
民
主
党

は
、
わ
た
し
が
見
る
と
こ
ろ
、「
憲
法
改
悪
」
派
で
あ
る
。 

  

「
社
説
」
は
、「
憲
法
の
原
理
で
あ
る
国
際
協
調
主
義

を
ど
の
よ
う
に
「
進
化
」
さ
せ
る
か
を
、
憲
法
問
題
を

考
え
る
出
発
点
と
し
た
い
。
日
本
は
日
米
同
盟
を
重
視

し
つ
つ
も
、
国
連
中
心
主
義
の
原
点
に
立
ち
返
る
必
要

が
あ
る
。
」
と
書
く
。 

 

国
連
に
加
盟
す
る
日
本
は
、
安
保
理
決
議
が
あ
れ
ば

「
集
団
安
全
保
障
」
と
し
て
武
力
行
使
で
き
る
、
と
『 

毎
日
』
は
考
え
る
よ
う
だ
。
日
米
同
盟
関
係
か
ら
す
る

「
集
団
的
自
衛
権
」
と
国
連
の
「
集
団
安
全
保
障
」
と

は
異
な
る
と
い
う
が
、
国
連
平
和
維
持
活
動
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は

国
連
憲
章
第
７
章
の
軍
事
的
強
制
措
置
と
は
異
な
る
も

の
の
第
６
章
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
手
続
き
で
も
な
い 

（
ｉ
ｍ
ｉ
ｄ
ａ
ｓ
２
０
０
７
）
。
か
ら
、
憲
法
９
条
を
遵

守
す
る
な
ら
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
へ
の
参
加
も
違
反
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。 

 

日
本
国
憲
法
前
文
が
「
国
際
社
会
で
名
誉
あ
る
地
位
」

と
言
い
、
第
９
条
で
「
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
」

と
書
く
の
は
、
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
直
接
的
暴
力
に
も
非

戦
・
不
戦
を
貫
き
、
専
制
・
隷
従
・
圧
迫
・
偏
狭
・
恐

怖
・
欠
乏
な
ど
構
造
的
暴
力
に
は
平
和
・
非
暴
力
の
力

で
解
決
す
る
決
意
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

 

５
月
７
日
付
『
毎
日
』
夕
刊
に
神
戸
女
学
院
大
学
教

授
・
内
田
樹
（
う
ち
だ
・
た
つ
る
）
氏
が
極
め
て
明
快
に

論
述
な
さ
っ
て
い
る
。「
改
憲
で
日
本
が
手
に
入
れ
る
の

は
『
ア
メ
リ
カ
以
外
の
国
と
、
ア
メ
リ
カ
の
許
可
が
あ

れ
ば
、
戦
争
を
す
る
権
利
』
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
あ

る
」
。
「
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
属
国
」
と
い
う
「
屈
辱
的

な
国
際
的
地
位
」
を
世
界
に
向
か
っ
て
宣
言
す
る
こ
と

で
日
本
政
府
が
獲
得
す
る
の
は
「
侮
蔑
」
で
あ
っ
て
「
敬

意
」
で
は
な
い
。
ま
さ
に
良
識
人
の
発
言
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

２
０
０
７
／
５
／
９ 

 
 

須
田 

 

稔 


